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二
〇
一
九
年
の
後
半
、
香
港
は
激
し
い
反
政
府
抗
議
活
動
に
揺
れ

て
い
た
。
二
〇
年
に
入
り
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
肺
炎
流
行
の
影

響
が
香
港
に
も
及
ぶ
と
、
街
頭
で
の
抗
議
活
動
は
い
っ
た
ん
沈
静
化

す
る
。
そ
こ
に
現
れ
た
の
が
「
香
港
国
家
安
全
維
持
法
（
国
安
法
）」

の
制
定
と
施
行
で
あ
る
。
全
人
代
が
制
定
し
、
六
月
三
〇
日
の
深
夜

に
施
行
さ
れ
た
こ
の
法
律
は
、「
国
家
分
裂
」
や
「
政
権
の
転
覆
」、

「
テ
ロ
活
動
」、
そ
し
て
「
外
国
勢
力
と
の
結
託
」
を
罪
と
定
め
、
最

高
刑
を
終
身
刑
と
す
る
が
、
個
々
の
条
文
に
は
あ
い
ま
い
さ
が
残
さ

れ
て
お
り
、香
港
市
民
を
自
己
検
閲
や
忖
度
へ
と
向
か
わ
せ
て
い
る
。

こ
の
国
安
法
の
圧
力
の
も
と
で
、
香
港
政
府
は
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
の

改
変
も
進
め
て
き
た
。
政
治
面
か
ら
見
れ
ば
、
香
港
社
会
は
こ
こ
一

年
半
ほ
ど
の
間
に
激
変
を
遂
げ
て
い
る
。

　

筆
者
は
こ
の
間
の
香
港
社
会
の
政
治
的
な
変
化
を
、香
港
政
府（
お

よ
び
中
国
政
府
）
の
意
図
と
い
う
観
点
か
ら
、
①
過
去
の
抗
議
活
動

に
対
す
る
清
算
、
②
将
来
的
な
「
愛
国
者
統
治
」
に
向
け
た
制
度
整

備
、
③
民
主
派
の
基
盤
の
破
壊
、
と
い
う
三
つ
に
整
理
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
考
え
る
。

逮
捕
・
起
訴
は
「
過
去
の
清
算
」

　

こ
の
動
き
は
、
一
つ
に
は
主
に
二
〇
一
九
年
の
抗
議
活
動
に
参
加

東
京
外
国
語
大
学
准
教
授

倉
田
明
子

二
〇
二
〇
年
の
香
港
国
家
安
全
維
持
法
制
定
・
施
行
以
来
、

香
港
で
は
民
主
化
運
動
指
導
者
・
参
加
者
の
大
量
逮
捕
が
続
い
た
。

そ
の
後
も
運
動
の
基
盤
の
解
体
が
進
み
、
民
主
派
団
体
の
解
散
、

指
導
者
・
幹
部
の
逮
捕
が
相
次
い
で
い
る
。

香
港
の
統
治
は
、
民
主
派
は
、
い
ま
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

く
ら
た　

あ
き
こ　

東
京
大
学
卒
、
同
大
学

大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
地
域
文
化
研
究
専

攻
博
士
課
程
修
了
、
博
士
（
学
術
）。
専
門
は

中
国
・
香
港
近
現
代
史
。
著
書
に
『
中
国
近

代
開
港
場
と
キ
リ
ス
ト
教
』、
編
著
書
に
『
香

港
危
機
の
深
層
』
な
ど
。

民
主
化
の
基
盤
を
破
壊
し
た
香
港「
愛
国
者
統
治
」
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し
た
人
々
に
対
す
る
逮
捕
、
起
訴
、
そ
し
て
裁
判
を
通
し
て
進
め
ら

れ
て
き
た
。
逮
捕
と
起
訴
は
一
九
年
の
抗
議
活
動
が
継
続
し
て
い
る

時
期
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
、
当
時
か
ら
大
規
模
に
行
わ
れ
て

き
た
も
の
で
あ
る
が
、
逮
捕
者
は
今
年
に
入
っ
て
か
ら
も
増
え
続
け

て
い
る
。
報
道
に
よ
れ
ば
、
六
月
の
時
点
で
一
九
年
の
抗
議
活
動
に

関
わ
る
逮
捕
者
は
一
万
二
六
〇
人
に
の
ぼ
り
、
そ
の
う
ち
二
六
〇
八

人
が
す
で
に
起
訴
さ
れ
た
。
今
ま
で
起
訴
さ
れ
た
う
ち
の
七
五
〇
人

は
暴
動
罪
で
の
起
訴
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
数
値
か
ら
は
、
必
ず
し
も
起
訴
の
見
込
み
が
な
く
て
も

香
港
警
察
が
逮
捕
に
踏
み
切
っ
て
い
る
事
案
が
相
当
数
あ
る
こ
と
、

起
訴
案
件
に
占
め
る
暴
動
罪
の
割
合
が
三
割
近
い
こ
と
が
わ
か
る
。

市
民
へ
の
脅
し
と
し
て
、ま
た
武
力
を
伴
う
抗
議
活
動
を
行
っ
た「
勇

武
派
」
一
掃
の
た
め
に
、
香
港
警
察
に
よ
る
逮
捕
と
起
訴
は
か
な
り

の
効
力
を
発
揮
し
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、
同
じ
報
道
で
は
四

月
末
時
点
で
、
起
訴
案
件
の
う
ち
半
数
近
く
に
判
決
が
出
て
お
り
、

七
一
五
人
が
有
罪
、
二
七
七
人
が
謹
慎
処
分
（
保
証
金
を
支
払
い
謹

慎
す
る
こ
と
と
引
き
換
え
に
、
起
訴
を
取
り
下
げ
る
処
分
）、
起
訴

取
り
消
し
が
五
一
人
、
無
罪
判
決
が
二
二
四
人
と
な
っ
て
い
る
（
オ

ン
ラ
イ
ン
メ
デ
ィ
ア
「
香
港
01
」
六
月
九
日
付
）。

　

判
決
ま
で
至
っ
た
案
件
で
被
告
人
の
二
割
弱
が
無
罪
判
決
に
な
っ

た
と
い
う
こ
と
は
、
香
港
の
三
権
分
立
が
な
お
機
能
し
て
い
る
こ
と

の
証
左
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
全
体
と
し
て
判
決
の

整
合
性
が
取
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
批
判
も
あ
り
、
ま
た
、
違
法
集

会
へ
の
参
加
な
い
し
参
加
の
煽
動
と
い
っ
た
罪
状
に
対
し
て
は
過
去

の
判
例
に
比
べ
て
重
い
量
刑
が
科
さ
れ
る
傾
向
も
見
ら
れ
る
。
量
刑

に
つ
い
て
は
、
社
会
の
安
定
の
た
め
に
「
威
嚇
」
の
意
図
を
込
め
て

重
く
し
た
と
判
決
文
に
明
記
さ
れ
る
ケ
ー
ス
も
多
い
。
こ
れ
は
一
四

年
の
雨
傘
運
動
の
リ
ー
ダ
ー
た
ち
に
対
す
る
判
決
以
降
に
見
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
傾
向
で
、
量
刑
の
持
つ
意
味
自
体
が
変
化
し
て
き
て

い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

一
方
、
一
九
年
の
一
連
の
抗
議
活
動
に
お
い
て
民
主
派
の
活
動
家

た
ち
が
呼
び
か
け
た
平
和
的
な
デ
モ
に
関
連
し
て
、
許
可
の
な
い
デ

モ
の
開
催
や
参
加
、
参
加
煽
動
を
理
由
に
名
だ
た
る
活
動
家
が
逮

捕
、
起
訴
さ
れ
た
。
特
に
注
目
さ
れ
た
案
件
と
し
て
は
、
一
九
年
六

月
二
一
日
の
集
会
や
八
月
一
八
日
の
デ
モ
に
関
わ
る
案
件
が
あ
る
。

前
者
で
は
、
雨
傘
運
動
の
学
生
リ
ー
ダ
ー
で
そ
の
後
政
治
団
体
「
香

港
衆
志
」
を
結
成
し
た
黄
之
鋒
や
周
庭
が
起
訴
さ
れ
、
後
者
で
は
香

港
市
民
支
援
愛
国
民
主
運
動
連
合
会
（
通
称
は
支
連
会
、
六
四
天
安

門
事
件
追
悼
集
会
を
主
宰
す
る
団
体
）
主
席
の
李
卓
人
、
弁
護
士
で

民
主
党
の
主
席
を
長
年
務
め
た
李
柱
銘
と
い
っ
た
香
港
の
民
主
化
運

動
を
牽
引
し
て
き
た
リ
ー
ダ
ー
た
ち
や
、
反
政
府
の
立
場
の
メ
デ
ィ

ア
「
蘋
果
日
報
（
ア
ッ
プ
ル
・
デ
イ
リ
ー
）」
の
発
行
元
「
壱
伝
媒
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（
ネ
ク
ス
ト
・
デ
ジ
タ
ル
）」
の
創
業
者
の
黎
智
英
、
若
手
リ
ー
ダ
ー

と
し
て
は
立
法
会
議
員
で
元
民
間
人
権
陣
線
（
通
称
は
民
陣
。
七
月

一
日
デ
モ
の
主
宰
団
体
）
招
集
人
の
区
諾
軒
な
ど
が
起
訴
さ
れ
た
。

二
〇
二
〇
年
に
入
っ
て
か
ら
も
、許
可
の
な
い
「
違
法
集
会
」
と
な
っ

た
六
月
四
日
の
天
安
門
事
件
追
悼
集
会
や
七
月
一
日
の
政
府
抗
議
デ

モ
な
ど
に
関
与
し
た
と
し
て
、
民
主
派
の
活
動
家
た
ち
が
逮
捕
、
起

訴
さ
れ
て
い
る
。
複
数
の
案
件
で
被
告
人
と
な
る
活
動
家
も
多
い
。

　

さ
ら
に
二
〇
年
六
月
三
〇
日
の
国
安
法
施
行
後
は
、
国
安
法
違
反

容
疑
に
よ
る
民
主
派
の
逮
捕
、
起
訴
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

最
初
に
標
的
に
な
っ
た
の
は
黎
智
英
と「
蘋
果
日
報
」で
あ
る
。八
月
、

黎
智
英
と
新
聞
社
の
幹
部
、
ま
た
周
庭
ら
が
国
安
法
違
反
容
疑
で
逮

捕
さ
れ
た
。
こ
の
う
ち
黎
智
英
は
一
二
月
に
国
安
法
の
「
外
部
勢
力

と
結
託
し
国
家
安
全
に
脅
威
を
与
え
た
罪
」
で
起
訴
さ
れ
た
。
今
年

一
月
に
は
、
前
年
に
民
主
派
が
行
っ
た
立
法
会
選
挙
の
立
候
補
者
を

決
定
す
る
た
め
の
予
備
選
挙
が
国
安
法
に
抵
触
す
る
と
し
て
五
五
人

が
一
斉
逮
捕
さ
れ
、
二
月
に
こ
の
う
ち
の
四
七
人
が
国
安
法
の
「
政

権
転
覆
罪
」
で
起
訴
さ
れ
た
。
日
本
の
大
学
院
に
留
学
中
で
一
時
帰

国
し
た
翌
日
に
逮
捕
さ
れ
た
区
諾
軒
や
、
雨
傘
運
動
の
リ
ー
ダ
ー
で

香
港
大
学
の
副
教
授
だ
っ
た
戴
耀
廷
、
黄
之
鋒
、
ま
た
多
く
の
若
手

民
主
活
動
家
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
国
安
法
案
件
の
審
理
は

ま
だ
進
ん
で
い
な
い
が
、
国
安
法
で
逮
捕
さ
れ
た
被
疑
者
は
保
釈
し

な
く
て
も
よ
い
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
三
〇
人
以
上
が
拘
留
さ
れ
た

ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。
黎
智
英
、
李
卓
人
、
黄
之
鋒
、
区
諾
軒
な
ど
、

国
安
法
で
の
拘
留
後
に
国
安
法
以
前
の
案
件
で
判
決
が
出
さ
れ
、
実

刑
判
決
を
受
け
て
服
役
し
て
い
る
人
物
も
い
る
。ま
た
、「
蘋
果
日
報
」

は
六
月
に
再
び
警
察
の
捜
索
を
受
け
、
新
聞
社
と
幹
部
が
国
安
法
違

反
容
疑
で
起
訴
さ
れ
た
。
新
聞
社
の
資
産
も
凍
結
さ
れ
、
六
月
二
四

日
、「
蘋
果
日
報
」
は
停
刊
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
一
九
年
以
来
の
抗
議
活
動
の
取
り
締
ま
り
や
国
安

法
違
反
を
根
拠
と
し
て
、
一
方
で
は
勇
武
派
が
、
も
う
一
方
で
は
民

主
化
運
動
を
担
っ
て
き
た
リ
ー
ダ
ー
た
ち
が
大
量
に
逮
捕
、
起
訴
さ

れ
、
実
刑
判
決
を
受
け
て
き
た
。
一
九
年
の
武
力
を
伴
う
激
し
い
抗

議
活
動
で
あ
れ
、
そ
れ
ま
で
の
平
和
的
な
活
動
で
あ
れ
、
最
前
線
で

抗
っ
て
き
た
人
々
を
封
じ
込
め
る
の
が
、
こ
の
間
の
香
港
政
府
や
警

察
の
方
針
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

民
主
派
を
排
除
し
将
来
的
な
「
安
定
」
を

　

こ
の
間
の
香
港
の
政
治
的
な
動
き
と
し
て
も
う
一
つ
現
れ
た
の

が
、
今
後
の
香
港
政
治
の
場
か
ら
民
主
派
を
排
除
す
る
シ
ス
テ
ム
を

構
築
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
具
体
的
に
は
選
挙
方
法
の
改
変
で
あ
る
。

香
港
の
選
挙
制
度
は
非
常
に
複
雑
な
た
め
、
以
下
で
は
要
点
の
み
を

紹
介
す
る（
詳
細
は
倉
田
徹『
香
港
政
治
危
機
』を
参
照
さ
れ
た
い
）。
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香
港
に
は
主
に
四
つ
の
選
挙
が
あ
る
。
香
港
特
別
行
政
区
の
ト
ッ

プ
を
選
ぶ
行
政
長
官
選
挙
、
行
政
長
官
選
挙
の
投
票
者
で
あ
る
選
挙

委
員
会
の
構
成
員
を
決
め
る
選
挙
、
立
法
府
で
あ
る
立
法
会
の
議
員

選
挙
、
そ
し
て
区
議
会
の
議
員
選
挙
で
あ
る
。

　

区
議
会
は
も
と
も
と
、
主
に
地
域
住
民
の
民
生
に
関
わ
る
問
題
を

議
論
す
る
場
で
あ
り
、
香
港
全
体
の
制
度
や
法
律
に
関
わ
る
議
論
が

行
わ
れ
る
立
法
会
と
は
性
格
を
異
に
す
る
。
た
だ
、
区
議
会
選
挙
は

ほ
ぼ
全
て
の
議
席
が
直
接
選
挙
で
決
ま
る
制
度
で
あ
る
。
一
九
年

一
一
月
、
抗
議
活
動
の
最
中
に
実
施
さ
れ
た
区
議
会
選
挙
に
は
多
く

の
民
主
派
の
若
者
も
参
戦
し
、
結
果
は
民
主
派
の
圧
勝
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
勢
い
を
得
て
、
民
主
派
は
二
〇
二
〇
年
に
実
施
予
定
だ
っ
た

立
法
会
選
挙
で
過
半
数
を
取
り
（
従
来
は
三
分
の
一
強
）、
二
二
年

実
施
予
定
の
行
政
長
官
選
挙
に
も
影
響
力
を
及
ぼ
そ
う
と
し
た
。
ま

た
、
選
挙
委
員
会
の
構
成
員
は
大
半
が
職
能
別
選
挙
に
よ
っ
て
選
ば

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
親
中
派
が
多
数
を
占
め
る
よ
う
に
設
計

さ
れ
て
は
い
た
が
、
そ
れ
で
も
前
回
一
七
年
の
行
政
長
官
選
挙
の
際

の
選
挙
委
員
会
で
は
、
一
二
〇
〇
人
の
委
員
の
う
ち
の
三
二
五
人
が

民
主
派
で
あ
っ
た
。
区
議
会
議
員
や
立
法
会
議
員
も
選
挙
委
員
会
の

委
員
枠
を
持
っ
て
お
り
、
一
九
年
の
区
議
会
で
民
主
派
が
大
勝
し
た

こ
と
に
よ
り
、
次
の
選
挙
委
員
会
で
は
民
主
派
の
割
合
が
か
な
り
高

ま
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
立
法
会
選
挙
や
選
挙
委
員

会
選
挙
で
善
戦
し
、
民
主
派
の
選
挙
委
員
を
上
積
み
す
る
こ
と
が
で

き
れ
ば
、
民
主
派
の
行
政
長
官
を
誕
生
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
く
と

も
、
民
主
派
が
行
政
長
官
選
挙
に
お
い
て
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
ボ
ー
ト

を
握
る
可
能
性
が
出
て
き
た
の
で
あ
る
。
民
主
派
が
二
〇
年
の
初
め

に
立
法
会
選
挙
の
予
備
選
挙
を
行
っ
た
の
も
、
こ
う
し
た
見
通
し
が

あ
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
香
港
政
府
は
コ
ロ
ナ
対
策
を
理
由
に
二
〇
年
の
立
法
会

選
挙
を
今
年
一
二
月
に
延
期
し
た
。
そ
し
て
三
月
、
中
国
共
産
党
政

府
の
全
人
代
が
香
港
の
選
挙
制
度
を
改
定
す
る
こ
と
を
決
定
し
、
全

人
代
常
務
委
員
会
に
よ
っ
て
選
挙
制
度
に
つ
い
て
定
め
た
「
香
港
基

本
法
」
の
付
属
文
書
が
改
定
さ
れ
た
。
こ
れ
に
基
づ
き
、
香
港
で
立

法
作
業
が
行
わ
れ
、
五
月
に
立
法
会
で
可
決
、
成
立
す
る
。
立
法
会

で
は
そ
れ
ま
で
に
民
主
派
議
員
に
対
す
る
議
員
資
格
取
り
消
し
処
分

や
そ
れ
に
対
す
る
抗
議
と
し
て
の
議
員
辞
職
が
相
次
ぎ
、
議
会
内
の

民
主
派
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
状
態
だ
っ
た
。

　

こ
こ
で
行
わ
れ
た
選
挙
制
度
の
改
変
は
、
香
港
の
民
主
化
を
完
全

に
な
き
者
に
し
た
と
言
っ
て
も
よ
い
内
容
で
あ
っ
た
。
立
候
補
者
に

対
す
る
出
馬
資
格
の
厳
格
化
や
選
挙
委
員
会
の
構
成
員
か
ら
推
薦
を

得
る
必
要
が
あ
る
と
の
条
件
が
加
わ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
立
法
会
に

民
主
派
が
立
候
補
で
き
る
可
能
性
は
極
め
て
低
く
な
っ
た
。
行
政
長

官
に
つ
い
て
は
推
薦
人
の
条
件
が
さ
ら
に
厳
し
く
な
り
、
民
主
派
は
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も
ち
ろ
ん
、「
中
央
政
府
が
信
頼
を
置
く
者
以
外
は
親
政
府
で
あ
っ

て
も
出
馬
は
で
き
な
い
」
見
込
み
だ
と
い
う
。
し
か
も
全
て
の
選
挙

の
候
補
者
は
立
候
補
し
た
後
、
新
し
く
つ
く
ら
れ
る
資
格
審
査
委
員

会
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
こ
で
は
香
港
警
察
に
よ
る

候
補
者
の
政
府
へ
の
忠
誠
を
審
査
し
た
結
果
が
参
照
さ
れ
る
。
香
港

警
察
や
政
府
の
意
に
沿
わ
な
い
候
補
者
は
排
除
が
可
能
な
の
で
あ

る
。
ま
た
選
挙
委
員
会
と
立
法
会
職
能
別
選
挙
に
つ
い
て
は
、
従
来

民
主
派
が
優
位
だ
っ
た
部
分
へ
の
改
変
が
施
さ
れ
、
民
主
派
勢
力
は

大
き
く
押
さ
え
込
ま
れ
る
見
通
し
と
な
っ
た
。
区
議
会
議
員
に
割
り

当
て
ら
れ
て
い
た
枠
も
全
廃
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
改
変
の
根
底
に
あ

る
の
は
、「
愛
国
者
に
よ
る
香
港
統
治
」
を
実
現
さ
せ
よ
う
と
い
う

中
国
政
府
の
強
い
意
志
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
愛
国
と
は
共
産
党
を

愛
す
る
こ
と
と
同
義
で
あ
り
、
共
産
党
政
権
に
反
対
す
る
者
は
、
政

治
の
場
か
ら
排
除
さ
れ
る
こ
と
が
明
確
化
さ
れ
た
。

破
壊
さ
れ
た
民
主
派
の
基
盤

　

勇
武
派
や
民
主
派
リ
ー
ダ
ー
の
逮
捕
と
起
訴
、
選
挙
制
度
の
改
変

と
平
行
し
て
起
こ
っ
て
い
た
の
が
、
民
主
派
の
民
間
団
体
の
相
次
ぐ

解
散
で
あ
る
。
二
〇
二
〇
年
の
国
安
法
施
行
当
日
に
「
香
港
衆
志
」

を
は
じ
め
と
す
る
若
者
の
政
治
団
体
が
解
散
し
て
い
た
が
、
今
年
に

入
っ
て
か
ら
そ
の
動
き
は
加
速
し
、
オ
ン
ラ
イ
ン
メ
デ
ィ
ア
の
「
立

場
新
聞
」
に
よ
れ
ば
、
一
月
か
ら
九
月
の
間
に
四
九
の
民
間
団
体
が

解
散
し
た
。
特
に
八
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
、
香
港
教
育
専
業
人
員

協
会
（
通
称
は
教
協
）、
民
陣
、
そ
し
て
支
連
会
と
い
う
主
要
な
民

主
派
の
民
間
団
体
が
次
々
と
解
散
に
追
い
込
ま
れ
て
い
っ
た
。

　

教
協
は
一
九
七
三
年
に
設
立
さ
れ
た
、
九
万
五
〇
〇
〇
人
の
会
員

を
擁
す
る
教
員
の
労
働
組
合
で
あ
る
。
民
主
派
団
体
と
し
て
政
治
的

発
言
力
も
発
揮
し
て
き
た
団
体
で
、
八
五
年
以
来
、
立
法
会
の
職

能
別
選
挙
の
枠
の
一
つ
で
あ
る
教
育
界
の
議
席
は
こ
の
教
協
の
メ

ン
バ
ー
が
占
め
て
き
た
。
し
か
し
今
年
七
月
三
一
日
、「
人
民
日
報
」

と
新
華
社
が
相
次
い
で
教
協
を
標
的
と
し
た
批
判
記
事
を
発
表
し
、

教
協
は
「
長
期
に
わ
た
っ
て
『
反
中
乱
港
（
中
国
に
反
対
し
、
香
港

を
乱
す
）』
活
動
を
行
っ
て
き
た
『
悪
性
腫
瘍
』
で
あ
る
」、
と
激
し

く
非
難
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
香
港
の
教
育
局
は
即
日
、
教
協
と
の

協
力
関
係
を
停
止
す
る
と
発
表
、
八
月
一
〇
日
、
教
協
は
こ
の
危
機

を
乗
り
越
え
る
方
策
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
と
し
て
解
散
を
発
表

し
、
九
月
一
一
日
に
正
式
に
解
散
し
た
。

　

二
〇
〇
二
年
に
設
立
さ
れ
、
毎
年
の
七
月
一
日
デ
モ
を
主
宰
す
る

な
ど
民
主
派
諸
団
体
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
な
っ
て
き
た
民
陣

は
、
相
次
ぐ
民
主
派
リ
ー
ダ
ー
の
逮
捕
の
な
か
で
、
近
年
の
歴
代
招

集
人
（
代
表
に
当
た
る
）
が
逮
捕
、起
訴
さ
れ
て
い
た
。
今
年
四
月
、

民
陣
は
香
港
警
察
か
ら
政
府
登
録
な
し
に
活
動
を
行
っ
た
「
社
団
条
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例
」
違
反
の
疑
い
が
あ
る
と
し
て
活
動
記
録
や
収
支
報
告
な
ど
の
資

料
提
出
を
求
め
ら
れ
た
が
、
違
法
団
体
で
は
な
い
と
し
て
応
じ
な

か
っ
た
。
し
か
し
八
月
一
〇
日
、警
務
処
長
が
親
政
府
メ
デ
ィ
ア「
大

公
報
」
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
答
え
る
形
で
、
民
陣
は
登
録
の
な
い
違

法
団
体
で
あ
り
な
が
ら
、
近
年
い
く
つ
も
の
違
法
の
大
型
デ
モ
や
集

会
を
組
織
し
て
お
り
、
国
安
法
違
反
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
発
言
、
す

る
と
民
陣
は
同
一
五
日
に
正
式
に
解
散
を
発
表
し
た
。

　

こ
れ
に
続
く
形
で
支
連
会
も
解
散
を
検
討
し
始
め
た
。
支
連
会
は

一
九
八
九
年
の
北
京
の
民
主
化
運
動
を
支
援
す
る
た
め
に
設
立
さ

れ
、
六
四
天
安
門
事
件
の
追
悼
集
会
を
毎
年
開
催
し
て
き
た
団
体
で

あ
る
。
八
月
二
三
日
、支
連
会
の
常
務
委
員
会
は
解
散
を
議
決
し
た
。

二
五
日
、
香
港
警
察
は
国
安
法
に
基
づ
い
て
支
連
会
に
資
料
の
提
出

を
求
め
た
が
、
支
連
会
は
こ
れ
を
拒
否
、
九
月
八
日
か
ら
九
日
に
か

け
て
支
連
会
の
幹
部
は
逮
捕
さ
れ
、
国
家
安
全
法
の
政
権
転
覆
煽
動

罪
で
起
訴
さ
れ
た
。
二
五
日
、
支
連
会
は
特
別
会
員
大
会
を
開
い
て

解
散
を
議
決
、
一
〇
月
二
六
日
、
香
港
政
府
は
支
連
会
の
会
社
登
録

を
取
り
消
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
民
間
団
体
は
、
香
港
の
民
主
化
運
動
を
長
年
に
わ
た
っ

て
支
え
て
き
た
運
動
の
基
盤
と
も
言
え
る
組
織
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が

消
失
し
た
の
み
な
ら
ず
、
そ
こ
に
国
家
安
全
法
も
直
接
関
わ
っ
て
き

た
こ
と
は
、
今
後
民
主
派
が
香
港
で
大
規
模
な
集
会
や
デ
モ
を
開
催

で
き
る
可
能
性
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

統
制
と
自
主
規
制
が
「
揃
っ
た
」
香
港
の
未
来
は

　

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
二
〇
二
〇
年
以
降
、
香
港
の
政
治
的

風
景
は
一
変
し
た
。
人
材
、
組
織
の
面
で
も
制
度
の
面
で
も
、
民
主

派
が
表
立
っ
て
活
動
す
る
こ
と
は
、
現
状
で
は
ほ
ぼ
不
可
能
に
な
っ

た
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
教
育
分
野
で
は
国

家
安
全
教
育
が
強
化
さ
れ
た
り
、映
画
の
検
閲
が
厳
し
く
な
っ
た
り
、

ま
た
図
書
館
が
自
主
的
に
民
主
派
リ
ー
ダ
ー
た
ち
の
著
作
を
撤
去
す

る
と
い
っ
た
「
自
主
規
制
」
も
強
ま
っ
て
い
る
。
他
方
で
、
一
部
報

道
に
も
あ
る
よ
う
に
経
済
や
金
融
の
面
で
は
今
の
と
こ
ろ
大
き
な
影

響
は
見
ら
れ
ず
、
ま
た
必
ず
し
も
あ
ら
ゆ
る
面
で
中
国
本
土
と
同
じ

よ
う
に
自
由
が
制
限
さ
れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。
変
わ
っ
た

も
の
と
変
わ
ら
な
い
も
の
の
両
方
を
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
。た
だ
、

一
つ
言
え
る
の
は
、
香
港
統
治
の
中
心
に
「
愛
国
」
す
な
わ
ち
政
権

へ
の
忠
誠
が
据
え
ら
れ
た
の
は
確
か
で
あ
り
、「
愛
国
」
的
で
な
い

と
政
権
が
み
な
せ
ば
、
い
つ
で
も
取
り
締
ま
る
こ
と
が
可
能
な
社
会

に
な
っ
た
。そ
の
影
響
は
長
期
的
か
つ
広
範
な
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
も
な
お
、
香
港
で
暮
ら
し
続
け
る
（
続
け
ざ
る
を
得
な
い
）

無
数
の
人
々
が
い
る
。
彼
ら
の
行
く
末
か
ら
目
を
離
し
て
は
な
ら
な

い
と
思
う
。
●




